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「共生」を超えて地域との「共創」へ
～長期主力電源としての太陽光発電が担う必須条件とは～
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日本 「2050年カーボンニュートラル」宣言 2020年10月

『2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする（※）
すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す』

資料）環境省 2021年5月 2050年カーボンニュートラルの実現に向けた環境省の取組について

※「排出を全体としてゼロ」とは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、森林などによる
吸収量を差し引いてゼロを達成することを意味している
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資料：2021/7/21 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会

太陽光

約15%

風力 6%

地熱 1%

水力 10%

バイオマス 5%

再エネ
約36-38％

原子力
約20-22％

約20％

約19％

約2％

10,240億
kWh程度

10,650億
kWh程度 約9,300～9,400

億kWh程度
水素/ｱﾝﾓﾆｱ
約1％

再エネ
約22-24％

原子力
約20-22％

LNG
約27％

石炭
約26％

約3％

約18％

6％

LNG
37％

石炭
約32％

石油等
約7％

発電容量
（億kWh）

（実績） （2014年第4次計画値）
（2018年第5次計画値）

（今回（第6次）策定案）

程度

程度

程度

程度

太陽光発電
64GW（AC）

徹底した省エネで
総供給量は減少

太陽光発電で凡そ

110-130GW（AC)

非化石
59％程度

化石
41％程度

再エネの内訳

程度

エネルギー政策基本法・エネルギー基本計画・エネルギーミックス（電源構成）
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①2030年度の導入量：100～130GW
②既設の発電設備も維持し続けなくてはならない。

これまでの延長線では、達成はできない

⇒ありとあらゆる方法で導入拡大を進めると共に
「長期安定稼働」も実現する必要がある。
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CO2排出実質ゼロ表明自治体の増加

2050年CO2排出実質ゼロ表明を行う
自治体が急増（4自治体→444自治体へ）

山梨県・東京都・京都市・横浜市を始めとする444自治体
（40都道府県、268市、10特別区、106町、20村）が表明

資料）環境省HPより（2021年8月31日時点） 5

・全ての自治体が主役
・地域と共にモデルを創っていくことが重要
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「共生」から「共創」という本来の姿へ

本来は地域の人々も自治体も、クリーンな地産地消電源である再エネを望んでいるはず。
→本来の地域からも望まれる太陽光発電の姿を取り戻す。

再エネの積極導入

住民も自治体も賛成

一部の不適切な設備
及び設置品質の低い設備等
により、地域から反対

現在 PVにおける「共生」の定義として
→妥協点を見つけ、譲り合って合
意できないか？だとすれば、

「共生」→「共創」
クリーンな世界、生活
を望んでいる

導入拡大

課題

これは本来の姿ではない

【理由】：FIT法の不備
：基準の不明確さ
：設置場所 etc.

あるべき姿

＜地域と共に創る
エネルギー＞
を目指す
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地域との「共生」から「共創」へ

基本的に「相容れない部分」を解消するの
ではない。「本来のあるべき姿」に戻すだけ。

地域

太陽光発電

必要なもの

貢献するもの

求められる

太陽光発電 地域

共生

本来のあるべき姿

ノンカーボン
地球温暖化問題
に対する取り組み
脱炭素社会の実現

地域と共に創る

共創＝

太陽光発電は、分散型独立電源という特性により、全国その地域の脱炭素社会
に貢献できる。無理に誰かが我慢して「共生」する必要はなく、本来そこにあるの
は地域社会を一緒に作る「共創」としての役割。

イメージが悪いことが
前提になっている。

VS
バッティング

相容れない…妥協、我慢
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「地域共創エネルギー推進委員会」の発足

① 太陽光発電所の安全性とそれに伴う「地域に暮らす
人々の安心」の確立

② 地域において必要不可欠なエネルギー（電源）とし
て、その貢献性の確立

【目 的】

※対象は全ての太陽光発電所
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地域からの声・悲鳴 ～A市・団体からの要望～

■電気事業法違反の疑いがある設置方法が大多数を占めている（特に低圧）
例①単管パイプを地面に突き刺しただけの簡易な工事など支持物の強度不足

②事業区域の周囲に設置すべき防護柵のないもの、不十分なもの
③管理が適正に行われず、パネルを雑草が覆い、火災リスクがある 等

■事業者名や連絡先等を明示した表示の設置をいまだに設置していない設置
→住民にとって、非常時の連絡先がわからないという大きな不安

■設置による住民の生活環境への影響
→森林伐採による保水力低下、周辺地域の気温上昇、環境と景観の悪化
→パワコンの騒音被害（特に高圧） 等

設置状況

発電事業者
の実態

■公共事業を担う責任ある発電事業者としての自覚の欠如？

■悪質？な事業者の割合が非常に高い（特に50kW未満低圧）
例①低圧の意図的な分割

②実質同一の事業者による分割案件が後を絶たない
③事業区域を小規模に見せかけ、林地開発を逃れている
④過去の高い認定価格を維持したまま、変更認定をせずに違法過積載で設置
⑤事業計画ガイドラインで求められる推奨事項（地域への配慮等）が全く実行されない 等
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地域からの声・悲鳴 ～A市・団体からの要望～

■当初のFITの法令としての欠陥

■2017年FIT法改正以降の審査及びチェック機能不全の問題

■電気事業法の保安義務・電気設備の技術基準への適合義務の不履行問題

問題の原因

■既設設備および認定済み事業計画に対して
現行法令（FIT/電気事業法）の確実な履行、違法事業への改善指導
従わない場合は認定取消の速やかな実行。

■新規認定に対して
大規模発電設備について、自家消費と地域活用電源のみに支援を頂きたい

（地域から）
国にお願い
したいこと
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日本の低圧発電設備の現状

資料）JPEA 地域共創エネルギー推進委員会より抜粋・加筆

資料）2018年10月15日 再生可能エネルギー・次世代電力ネットワーク小委員
会資料より作成

※住宅を除く
※ 2017年12月末時点の累積導入量

日本・導入容量

日本 導入件数（件） 比率

10～50kW 482,012 95%

50～500kW 14,380 3%

500～1,000kW 5,392 1%

1,000～2,000kW 5,497 1%

2,000kW～ 398 0%

日本 導入容量（万kW） 比率

10～50kW 1,205 37%

50～500kW 348 11%

500～1,000kW 373 11%

1,000～2,000kW 827 25%

2,000kW～ 509 16%

※低圧発電設備の件数は非常に多い（95％）にも関わらず
使用前自己確認の未実施、主任技術者の設置は低圧設備にはそぐわない一方
で、定期点検は必要。

※高圧発電設備以上は課題はあれども、最低限のチェックはできている
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JPEA 低圧発電設備パイロット調査（合計 8市町村 124設備）

明らかな法令違反、問題のある設備の割合（1つでも×）は50.8％

JPEAにおいて、低圧発電設備パイロット調査を実施（外観チェックのみ、設備内に立ち入り
はしていない）期間（2021/6/22～８/27）、自治体数（8）、設備数（124）

○ △ ✕ 計

件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数

フェンス 71 57% 38 31% 15 12% 124

標識 64 52% 12 10% 48 39% 124

土木 78 63% 31 25% 15 12% 124

雑草 97 78% 16 13% 11 9% 124

架台強度 85 69% 27 22% 12 10% 124

57%31%

12%

フェンス

○ △ ✕

51%

10%

39%
標識

○ △ ✕

68%

22%

10%

架台強度

○ △ ✕

63%
25%

12%

土木

○ △ ✕

78%

13%
9%

雑草

○ △ ✕
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JPEA 低圧発電設備パイロット調査 ①

雑草が多く、火災の危険性あり

フェンスの一部なし、あっても下から容易に侵入可能

資料）JPEA 地域共創エネルギー推進委員会より
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周囲に排水溝あるが、雑草が生え確認困難

排水溝が完全に埋まり、土砂が流出

JPEA 低圧発電設備パイロット調査 ②

資料）JPEA 地域共創エネルギー推進委員会より
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高圧発電設備の不具合事例

排水溝が完全に埋まり、土砂が流出

排水不良による地盤沈下

地盤崩落 前

地盤崩落 後

施工不良・杭基礎の
代用に鉄筋を使用

資料）XSOL撮影
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【実効性がなぜないのか？】

実行/実効性が重要

要因

・ガイドラインの発布が一部地域で行われているが、遵守（見ない）されていない
ケースもある
⇒法令のような強制力（義務化）が必要

・認定取り消し等の法律はあるが、守られていなくても確認（全件チェック）されない
⇒認定取り消しに至る事案がほぼなし
⇒行政のパワーが足りず、実質的に確認が困難

・取締りやペナルティだけでなく、発電事業者が自発的に取り組むメリットが存在して
いない



メリット（機会）とデメリット（脅威）が同時に機能する仕組みが重要

メリット（機会） デメリット（脅威）

各種税制優遇 運転停止及び設備の除却

保険契約における掛け金優遇 認定取り消し

優良設備の明確化と公表 低ランク設備の明確化と公表

資産価値の向上（事業収益の良化） 改善命令を受けた設備の修繕費徴収

etc. 資産価値低下に伴う融資条件の厳格化 etc.

発電事業者にとっての

デメリット（脅威）を背景に、発電事業者が自ら前向きに取り組むモチベーションとしてのメリット
（機会）を同時に機能させることが重要であり、メリットとデメリットが連動した仕組みが必要

※設備の除却：条例にて設備の撤去命令を下す
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低圧発電設備の構造（フェーズ論）

フェーズⅠを是正するだけでも大きな効果が出せる
資料）JPEA 地域共創エネルギー推進委員会より抜粋
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メリット（機会）の実効性・実行性確保のための事例案

【設備の格付制度】

星なし 認められない
＝改善命令

イメージ(ミシュラン)

★★★（優良）
★★ （良）
★ （可）

査定

★★★：高価買取：リパワリング不要
★★ : 買取 ：ほぼリパワリング不要
★ ：低価買取：改修費用が発生

星なし ：買取不可、コンプライアンス的にも
買えない

家や車と同様に中古の設備が求められ、当たり前のように売買される
さらに家のリフォームのように買取事業者は修繕を行い資産価値を上げる
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評価（例：ミシュラン） 査定 価値（概算シミュレーション）

☆☆☆ （優良） 高価買取 残存FIT価値＋NonFIT価値（20年）＝資産価値

（2,000万円 ＋ 1,200万円 ＝ 3,200万円）

☆☆ （良） 買取 残存FIT価値＋NonFIT価値（10年）＝資産価値

（2,000万円 ＋ 600万円 ＝ 2,600万円）

☆ （可） 定価買取 残存FIT価値＋NonFIT価値（5年）＝資産価値

（2,000万円 ＋ 300万円 ＝ 2,300万円）

星なし （改善命令） 買取不可・無料引き取り 残存FIT価値（16年で除却を想定）＝資産価値

（1,250万円 ＝ 1,250万円）

【シミュレーション前提条件】
〇システム容量：AC49.5kW 〇FIT価格：42円
〇経過年数：10年 〇年間発電量：1000kWh/kW
〇NonFIT価値：12円/kWh

格付け制度における資産価値シミュレーション<参考>
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メリット（機会）の実効性・実行性確保のための流れ

発電事業者
格付けルールの策定や実際の確
認作業を（民間・外部）に依頼

電力会社・インフラファンド・アグリゲーター etc

行政または
認定機関

セカンダリー案件
買取事業者

格付け依頼

売却

このサイクルを回すことで、発電事業者自らが設備を良くしていこうとする実効性がうまれる。

格付けを参考に
査定を行う

金融機関
融資・投資
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デメリット（脅威）の実効性・実行性確保のための流れ

発電事業者
法令の改正
条例の策定

電力会社・インフラファンド・アグリゲーター etc

行政または
認定機関

セカンダリー案件
買取事業者

格付け義務

格付け結果の公表

格付け制度自体がデメリット（脅威）にもなり、メリットとデメリットが連動した仕組みとなる

金融機関

融資条件の厳格化
・返済期間の短縮
・融資引き上げ
・融資不可 etc.

認定取り消し
売電停止
設備の除却
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問題のある設備（フェーズ1・星なし）に対する対策（JPEA+行政）

専門的な知識や
マンパワーを要する
実働を外部（民間）
に委託

地域ごとの状況を把握したうえで地域に合った取り組
みを行う

・発電所の現状把握（外観チェック）
・都道府県、市町村との連携でデータ蓄積
・適切な条例策定に向けての協調・連携
・修繕作業や格付けルールの策定における協調・連携

【目的】問題のある発電設備の特定
⇒健全な設備への改善・改修

積極的な自治体と
優先的に順次連携



適切な条例策定に向けての協調・連携
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【施行日】
R3年10月１日
（既存設備 R4年1月1日）

【対象設備】
発電出力10kW以上の設備

※既設もR4年6月30日ま
でに届出が必要

解決策の1つの例として紹介



太陽光発電への法定外目的税導入として
発電パネル1㎡当たり50円を課税する （対象：50ｋＷ以上）
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不適切な条例＜岡山県美作市（事業用発電パネル税）＞の事例

2019年6月、9月 市議会へ提出 継続審議後、廃案

2020年9月 市議会へ提出 継続審議後、否決

2021年9月 市議会へ提出予定 3度目の審議へ

①課税する事によって、収益構造が悪化し、改善が必要な設備は、更に改善を行わなくなる
②新設案件においても収益構造の悪化により、安かろう悪かろうの設備建設を助長する恐れもある
③使用目的を明確化していない課税制度は方法論としては不当である
④自治体自身が事業者に代わって、設備を改善・補強するための費用として徴収（使用目的の明確化）

するのであれば、何がしかの効果はあるかもしれない
⑤その際は健全な設備からではなく、問題のある設備からのみ徴収するのが本来ではないか
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保険加入におけるメリットの創出（JPEA+保険会社）

一般的な10年の保険期間が切れた後の延長保証をJPEAと東京海上日動火
災保険が低額保険プランとして企画。発電事業者にとっても価値が高く望まれて
いる保険。（9月2日プレスリリース）

・太陽光発電設備 廃棄費用＆賠償責任保険～努力義務化対応～

2020年4月より、保険加入努力義務が事業策定ガイドラインに明示
↓

保険への加入に対して
優良設備においては減額など優遇される工夫を検討
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定期点検（PV版車検）制度の確立検討

資料）JPEA 地域共創エネルギー推進委員会より抜粋
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資料）JPEA 地域共創エネルギー推進委員会より抜粋

定期点検（PV版車検）制度の確立検討

条例策定も含め
た自治体との

連動

格付け制度の
活用連動
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第5回 産業保安基本制度小委員会 ～中間とりまとめ（案）～

資料）2021/6/2 産業構造審議会（経済産業省）

小規模太陽光発電は、国が「一定の基礎情報を収集・把握する仕組みを構築し、その上で
保安業務の委託を通じて、保安水準を向上する新しいスキームを導入する予定

2021年6月2日
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適性な事業実施の確保①（柵塀・標識放置に関する取組）

資料）2021/9/7 第13回再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会より（資源エネルギー庁）



31資料）2021/9/7 第13回再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会より（資源エネルギー庁）

適性な事業実施の確保②（発電設備の立地場所を踏まえた対応）
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事故報告義務化（低圧発電設備も）

資料）経済産業省ＨＰ、小出力太陽電池設備に関する実態調査（アンケート）同封パンフレットより
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WEBアンケート協力依頼 （経済産業省）

https://www.solar-survey2021-pr.meti.go.jp

資料）経済産業省ＨＰ、小出力太陽電池設備に関する実態調査（アンケート）
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これまでのような課題を放置していては、新規案件の導入に対しても
ブレーキがかかり、既設の設備も消滅する危険性がある。このままで
は、第6次エネルギー基本計画の実現すら到底かなうものではない。

主力電源としての役割は一過性のものではない。日本のエネルギー
を支えていく最重要なインフラである。そのためには問題のある発電
所を「潰す」のではなく、良いものへと変えていき長期安定稼働を実
現していかなければならない。

それこそが、地域とのエネルギーの「共創」による目的であり、意義で
あり、『PV100年構想』を実現させる必須条件となる。

地域「共創」の意義
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未来に何を残すのか？

＜参考＞太陽光発電の本来の姿＝望まれる再エネ



解決
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私たちの地球はなぜ、こんな風になってしまったのか？
・地球が、有史以来、未曽有と言うべき瀕死の状況に陥っています。

・各地で、天変地異が起こり、生態系は破壊され、変異し、環境汚染により、その毒は結局、それを垂れ流した私たち
自身の生命と文明を脅かしています。新型コロナウィスル感染症もそのひとつと言って過言ではありません。

・拝金思想、即ちお金こそ神様であるという愚かな価値観の下、自分さえ、自分たちさえよければいい、という「エゴという悪想
念」を世界中で発生させ、行き過ぎた資本主義が横行し、過剰で無用な再生産や消費をひたすら拡大し、その悪循環を
今も繰り返し続けていることの結果だと言えましょう。

・本来ならば、人類が心から反省し、この「エゴという悪思念」の発生排出を止めなければ、根本的な解決にはなりません。

・自分達がこの世からいなくなった後の世界を素晴らしいものする、という決意と志でそのビジョンを描いてゆかねばならな

い、と思うのです。それを私たちは「エネルギー維新」と呼んでいます。
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国際紛争＜世界平和＞」への答え、そのひとつがここにある

今こそ、化石燃料の需要を減らす太陽光発電の普及を

争いが減り、先進国と途上国間の格差是正につながる。

他国に依存しない自給自足エネルギーである太陽光発電で、過半のエネルギーが確保できるようになれば、
化石燃料への需要・依存度は大幅に下がります。

化石燃料をめぐる争いや国際紛争がなくなり、自給自足ができるようになることで、世界中の暮らしのクオリティ
が一気に上がり、格差是正につながります。
また、貧富の格差を原因とした暴力（テロ等）の抑制にもつながります。

国際紛争が起きる要因の70%は、エネルギー資源の利権争いであると言われます。

一部の産油国からしか手にできないものであり、その利権を限られた裕福層や王族などが独占してきたことに
より、私たち世界中の人類が常にエネルギー・化石燃料の供給危機にさらされています。

エネルギー（化石燃料）が一部の限られたしくみと支配下にあるという問題

エネルギー（化石燃料）の歴史は、その奪い合いの歴史
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「エネルギー・セキュリティ」への答え、そのひとつがここにある

近年頻発している自然災害などの発生により、停電等が長期化した場合の生活への影響や、生命危機への恐怖は計り知れ
ません。→電力会社や大規模発電所、さらには広域電力系統網という外部インフラに依存し、自分たちで使うエネルギーを自
給することができていないからです。

エネルギー自給率の低い国が抱えるリスク
国際紛争等の有事が起きた際に、エネルギー自給率が10％以下と低い国の場合、たちまちエネルギーの供給危機に陥ります。
その結果、暮らしの安心が大規模に脅かされます。

自給自足エネルギーの普及へ、ソリューションは「分散化電源」太陽光発電しかない

エネルギーセキュリティに関しても、自給自足エネルギーである太陽光発電のさらなる普及こそが、
有効な解決策です。さらに「電源の分散化」が電力系統網等への被害が発生した場合の対策として極めて重要になります。

エネルギーの供給リスクにさらされない強靭なエネルギーセキュリティを確保

太陽光発電によりすべての国や地域、そして法人・個人がエネルギーを自給できれば、各国の総エネルギー自給率が飛躍的に
高まり、他国に依存しない強靭なエネルギーセキュリティを確保できます。
エネルギー自給率の極めて低い日本においては、この問題は喫緊最重課題であるといえます。

エネルギーを自給できないことのリスク
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「地球環境問題」への答え、そのひとつがここにある

CO2や地球温暖化以外にも、「天変地異」ともいうべき異常気象が世界中で頻発し、特に気候変動は干ばつ、山火事、台
風、大雨、洪水、生態系の異常を引き起こし、果ては疫病やウイルスをも産み出し、食糧危機にまでつながります。

化石燃料への異常依存は、有害ガスの発生、大気汚染、水質汚染。プラごみ等の廃棄による土壌汚染、海洋・水質汚染
等が引き起こされ、生物への影響や様々な環境汚染問題につながります。

化石燃料を減らしてゆくこと、そして自然や環境を大切にしながらの再エネ普及、
それが地球環境問題の解決につながる

化石燃料への依存度が減ることで、気候変動だけでなく様々な汚染源も減り、あらゆる地球環境問題の
解決につながります。しかし、太陽光発電の普及自体が自然破壊や廃棄物の大量発生につながることがあってはなりません。
強引な山林開発などを禁止しリサイクルシステムの確立が必須条件なのは言うまでもありません。

無限に降り注ぐ「太陽からの愛」とも言える太陽光発電を普及により、化石燃料の需要と依存度を劇的に下げてゆくこと。そし
て、決して枯渇することのない豊かでクリーンな太陽光発電を1kWでも多く普及させることで安全・安心・平等・公平で平和に
生きてゆける世界を、未来の子どもたちに残すことができます。

化石燃料への依存が地球環境全般を脅かす

地球温暖化は環境問題の一側面にすぎない

再生可能エネルギー・太陽光発電の普及と「主力電源化」が、地球と日本の未来を変える
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「エネルギー」を化石燃料に依存することの危うさ

■エネルギー（化石燃料）の奪い合いによる国際紛争の発生。

■エネルギーの供給格差社会による貧困や豊かさの格差が発生。→暴力の発生
■有事によってエネルギー調達が断たれ、人々の生活や生命の安全、暮らしの
安心が脅かされる。

■CO2排出量の増加による地球温暖化。→気候・環境変動

■化石燃料を原料とする化学物質から排出される有害ガスの発生、大気汚染、水質汚染。
プラごみ等の廃棄による土壌汚染、海洋・水質汚染等が引き起こされ、生物への影響や
様々な環境汚染問題につながっている。

■気候変動は、干ばつ、山火事、台風、大雨、洪水、生態系の異常を引き起こし、
果ては疫病やウイルスをも産み出し、食糧危機にまでつながる。→天変地異への連鎖

いかに化石燃料への依存を減らすかが、喫緊の課題

～化石燃料依存による弊害～
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現時点では、誰もが簡単に安く手に入れることのできる

（自給自足）エネルギー、それは太陽光発電しかない。

いかに化石燃料への依存を減らすか

太陽光 ◎
さまざまな場所で規模問わず設置が可能である、最強の分散化電源。他の電源
よりも変換効率は低い（技術革新に期待）。

地熱 △ 火山地帯等の地域性がある。また地下熱源調査等に費用と時間がかかる為、導入障壁が高い。

水力 ○
発電や管理コストが安価のため、導入が拡大。大規模ダムに適した地点が少なく、建設可能な地
点は既に建設が完了している。

風力 ○
既に導入が進んでおり、今後、洋上風力の導入拡大が期待される。しかし、導入に適した地域に偏
りがある。

原子力 ×
テロ対策施設や安全性強化のための追加コストが増加し、経済合理性消失。
50年後、新核融合技術に期待。

化石燃料に代わる、代替エネルギーの普及拡大！

「エネルギー維新」
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近視眼的、自分達（の時代）さえよければいい、という先人、
「過去」になるな~未来の子供たちや子孫はどうなってもよいのか~①

・サントリーホールディングス株式会社のTVCM、その名も「素晴らしい過去になろう」。

・今の子どもたちが大人になった時、その子どもたち「未来」を用意するのは、やがて彼らに「過去」と呼
ばれる「今のぼくたち」なのだ。ぼくたちは、素晴らしい「過去」になれるのだろうか？そうだ、この子たちの
「素晴らしい過去」になろう。と、いう主旨のTVCMです。ご覧頂きたい、と思います。

・再エネ賦課金の増加により、年間一世帯当たり、約1万円の上乗せが発生する、各世帯の「負担」は過大と
なる、的な論調。

・現在（以降の新設）は既に国民に課される賦課金はほんの僅かしかありません。それだけ太陽光発電のコスト
が下がってきた、ということです。

・結局こういった類の報道記事や論調には明らかに2つの大きな心得違いあります。
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近視眼的、自分達（の時代）さえよければいい、という先人、
「過去」になるな~未来の子供たちや子孫はどうなってもよいのか~②
２つの大きな心得違い

①再エネ賦課金を「国民『負担』」と表現する向きがある。「負担」が「迷惑なもの・余計なもの」とでも
言いたげな表現になっています。果たしてそうでしょうか？

・再エネ賦課金は一時期のバブル崩壊による不良債権処理等に公的資金が注入された事例とは全く意味が異なる。
これは来るべき未来の子どもたちに安全で安心な地球を残すための「未来（生命）」への投資です。言い換えれば、
「未来への種まき」「植樹」なのです。

・目の前のなにがしかの電力料金が上がることを惜しみ、近視眼的にそのツケを未来に、子どもたち
へ回すことを選択するのでしょうか？

②再エネ賦課金は総額だと数兆円、一世帯当たり年間約1万円に達したそうです。月額にすれば833円です。
・今回、新型コロナ対策で国はひとり10万円の給付で12兆円という支出をしました。全体での対策費は勿論、100兆円を
超えるとも言われています。①の主旨を考えた時、この月額833円の世帯当たり負担がどれだけ莫大だというのでしょうか？

・過大で価値のないものなのかどうか、ぜひ自分たちの良心に向き合い、教えて頂きたい、と思
います
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太陽光発電協会（JPEA)にこれから求められるものについて

・太陽光発電協会（JPEA)は確かに業界団体であり、各会員企業の事業・ビジネスの利害や利益を代表する
立場にあります。

・しかし、お金の話ばかりに固執して、歩を進めるのなら、その存在価値はありません。

・個社の立場、そして社内の議論ではなかなか脱し切れない、「金儲けがすべて」「自分の評価さえよければいい」
という企業のしがらみ・内部実態から抜け出て、本来、自分たちの良心に恥じない活動が可能な「場」なのかも
しれません。

・政治であっても行政であっても教育機関であっても、皆、「自分ではない誰かの為に」お役に立ちたい、いわゆる、
「利他」の思いこそが最高の生きがいである、と本当は思っているはずです。

・私たちは、そういった「場」を、JPEAというところに与えられていることに心から感謝して、自分たちにできる
ことを微力ながら尽くしてゆきたい、と考えているのです。
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ご清聴ありがとうございました
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